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□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

〈
市
・
県
民
税
〉
　
平
成
２９
年
度
分

の
納
税
通
知
書
と
納
付
書
を
６
月
６

日
㈫
（
４
月
１
日
現
在
６５
歳
以
上
で

昨
年
公
的
年
金
所
得
が
あ
っ
た
方
は

６
月
１３
日
㈫
）
に
発
送
し
ま
す
。
口

座
振
替
の
方
と
昨
年
に
引
き
続
き
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
差
し
引
き
）

の
み
の
方
に
は
納
税
通
知
書
の
み
送

付
し
ま
す　

〈
国
民
健
康
保
険
税
〉
　
平
成
２９
年

度
分
の
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口

座
振
替
の
方
、
４
月
・
６
月
の
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
に
該
当
の
方
は
通

知
書
の
み
）
を
６
月
１４
日
㈬
に
発
送

し
ま
す
。
な
お
、
１０
月
か
ら
年
金
か

ら
の
差
し
引
き
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
を
口

座
振
替
に
変
更
希
望
の
場
合
は
、
７

月
３１
日
㈪
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
課

（
第
二
庁
舎
１
階
）
ま
た
は
北
部
・

南
部
出
張
所
へ
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の
は
、
保
険
証
、

振
替
口
座
の
通
帳
と
届
出
印
（
新
た

に
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
の
方
の

み
）
で
す

b
市
・
県
民
税
の
課
税
に
つ
い
て
…

市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４
・

９
１
４
５
、
国
民
健
康
保
険
税
の
課

税
つ
い
て
…
国
民
健
康
保
険
課
☎
９

６
３
＝
９
１
４
６
、
口
座
振
替
・
納

税
に
つ
い
て
…
収
納
課
☎
９
６
３
＝

９
１
４
１
・
９
１
４
２

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
６
月
４
日
㈰
・
１８
日
㈰
・
７
月
２

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）　

b
収

納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２
、
９
１

４
３

□
医
療
費
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て

　

医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
た
方
へ

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
医
療
費
を
把
握
し
、
健

康
管
理
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
ま
し

ょ
う
。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
５
４

□
会
社
等
の
健
康
保
険
・
厚
生
年
金

に
加
入
で
き
な
い
か
確
認
し
ま
し

ょ
う

　

会
社
等
に
勤
務
し
て
い
る
方
で
、

本
来
は
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
に
加

入
す
る
は
ず
が
、
国
民
健
康
保
険
や

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
、
最

寄
り
の
年
金
事
務
所
に
相
談
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
①
正
社
員
、
法
人
の
代

表
者
・
役
員　

②
次
の
５
つ
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
。
週
の
所
定
労
働
時

間
が
２０
時
間
以
上
、
勤
務
期
間
が
１

年
以
上
の
見
込
み
、
月
額
賃
金
が
８

万
８
０
０
０
円
以
上
、
学
生
以
外
、

従
業
員
５
０
１
人
以
上
の
企
業
に
勤

務　

③
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
ア
ル
バ

イ
ト
等
で
、
週
３０
時
間
未
満
で
あ
っ

て
も
、
同
じ
会
社
等
の
正
社
員
の
１

週
間
の
所
定
労
働
の
４
分
の
３
以
上

働
い
て
い
る
方
（
例
：
正
社
員
が
週

３５
時
間
働
い
て
い
る
場
合
に
週
２８
時

間
働
い
て
い
る
方
）

　

会
社
等
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
喪
失
の
手

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

b
越
谷
年
金
事
務
所
☎
９
６
０
＝
１

１
９
０
、
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６

３
＝
９
１
４
６

□
休
日
納
付
相
談
窓
口
を
開
き
ま
す

a
６
月
１８
日
㈰
・
２５
日
㈰
、
午
前
９

時
〜
午
後
３
時　

d
介
護
保
険
課

（
第
二
庁
舎
１
階
）　

b
介
護
保
険

課
☎
９
６
３
＝
９
１
６
８

□
65
歳
以
上
の
方
へ
介
護
保
険
料
の

　
納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

普
通
徴
収
（
納
付
書
に
よ
る
個
別

納
付
）
の
方
に
納
入
通
知
書
を
、
特

別
徴
収
（
年
金
か
ら
差
し
引
き
）
の

方
ま
た
は
口
座
振
替
の
方
に
決
定
通

知
書
を
６
月
１４
日
㈬
に
発
送
し
ま

す
。
特
別
徴
収
の
方
（
年
度
途
中
か

ら
特
別
徴
収
と
な
る
方
を
含
む
）
の

通
知
書
は
、
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

を
兼
ね
ま
す
。

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

８□
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
負

担
額
軽
減
認
定
申
請
書
を
郵
送
し

ま
す

　

市
で
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る

方
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
負

担
額
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。
該
当
す

る
可
能
性
の
あ
る
方
に
、
６
月
中
旬

に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
申
請

書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
介
護
保
険

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
介

護
保
険
施
設
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を

利
用
し
た
際
の
食
費
・
居
住
費
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
添
付
資
料
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▽
介
護
保
険
施
設
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
を
利
用
し
た
際
の
食
費
・
居
住

費
の
軽
減

c
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請

書
と
預
金
通
帳
の
写
し
等
、
保
有
資

産
の
内
容
が
分
か
る
書
類

〈
認
定
要
件
〉

･
生
活
保
護
受
給
者
で
介
護
保
険
の

認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者

･
次
の
①
〜
③
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
方

①
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険

の
認
定
を
受
け
て
い
る

②
世
帯
が
分
か
れ
て
い
る
配
偶
者
に

つ
い
て
も
市
民
税
非
課
税

③
預
貯
金
等
が
単
身
で
１
０
０
０
万

円
以
下
、
夫
婦
で
２
０
０
０
万
円

以
下
（
預
貯
金
等
に
は
信
託
、
有

価
証
券
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
）

＊
右
記
の
要
件
以
外
に
も
、
高
齢
者

夫
婦
世
帯
等
で
、
一
方
ま
た
は
両

方
が
施
設
入
所
し
た
た
め
に
生
活

困
難
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
入
所

者
の
食
費
・
居
住
費
が
軽
減
さ
れ

る
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す

▽
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担

額
の
軽
減

c
介
護
保
険
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

負
担
額
減
額
（
免
除
）
申
請
書

〈
認
定
要
件
〉　

市
民
税
非
課
税
世

帯
で
介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

る
被
保
険
者
（
生
活
保
護
受
給
者
を

除
く
）

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６

９

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
長
寿

歯
科
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

　

平
成
２８
年
度
に
７５
歳
に
な
り
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
た

方
を
対
象
に
、
歯
科
健
康
診
査
を
実

施
し
ま
す
。
お
口
の
健
康
は
全
身
の

健
康
に
つ
な
が
り
ま
す
。
疾
病
予

防
、
健
康
の
維
持
増
進
の
た
め
に
ぜ

ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

〈
受
診
期
間
〉
　
７
月
１
日
㈯
〜
平

成
３０
年
１
月
３１
日
㈬

〈
対
象
〉
　
昭
和
１６
年
４
月
２
日
〜

１７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
で
、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
お
持

ち
の
方

＊
詳
し
く
は
、
６
月
中
に
届
く
埼
玉

県
歯
科
医
師
会
、
埼
玉
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
案
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い

b
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課
☎
０
４
８
＝
８
３
３
＝
３

１
３
０

高等学校等卒業以上の方78人。期間中、兼職はできません
小学生の保育補助　　　　　　　　　　市内学童保育室（応相談）
1,070円

税
・
国
保
の
お
知

ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

市・県
民
税
、国
民
健
康
保
険
税
の

第
１
期
納
期
限
は
６
月
30
日
㈮
で
す

市立病院職員を募集します

学童保育夏期パート指導員を募集します
対　　象
勤務内容
時　　給

勤務場所

勤務日時

＊詳しくは、募集要項をご覧ください。募集要項は、市立病院庶務課、市役所総合受付、
人事課（本庁舎2階）で配布するほか、市立病院ホームページから印刷できます

◇平成３０年４月１日付採用助産師・看護師

対　　象

試 験 日 選考方法

募集人数
作文・面接試験8月5日（土）

30人程度

助産師免許または看護師免許をお持ちの方（見込み可）で、二交代または
三交代勤務が可能な方

6月30日（金）～7月14日（金）（消印有効）に履歴書、助産師免許または看護
師免許の写し等を特定記録か簡易書留で郵送または市立病院庶務課へ
お持ちください（土曜・日曜日を除く。午前8時30分～午後5時15分）

随時受け付けます。市販の履歴書、看護師免許証の写し、最終学校の卒
業証明書および成績証明書を特定記録または簡易書留で郵送または市立
病院庶務課へお持ちください（土曜・日曜日を除く。午前8時30分～午後5時
15分）

申 込 み

申 込 み

＊雇用期間は３年程度ですが、その間に正規職員の採用試験を受験し、合格することで
正規職員になることができます

◇育児休業代替看護師

＊任期は１年程度ですが、延長する場合があります
＊院内保育室を開設しています
B市立病院庶務課（〠343-8577東越谷10-47-1）☎965－4562

◇任期付短時間看護師
対　　象 看護師免許をお持ちの方で、週30時間程度（時間は指定）の勤務が可能な方

随時受け付けます。市販の履歴書、看護師免許証の写し、最終学校の卒
業証明書および成績証明書を特定記録または簡易書留で郵送または市立
病院庶務課へお持ちください（土曜・日曜日を除く。午前8時30分～午後5時
15分）

申 込 み

対　　象 看護師免許をお持ちの方で、二交代または三交代勤務が可能な方

7月21日（金）～8月31日（木）（土曜・日曜日、祝日を除く）
午前9時～午後1時30分、午後2時～6時30分のいずれか

〈申込み〉　６月９日（金）までに、写真を貼った履歴書を本人が直接青少年課へ
＊期限後も申し込みを受け付けますが、勤務地等の希望に沿えないことがあります
B青少年課（第二庁舎２階）☎963－9158

〈日時〉　7月12日（水）、午後1時～6時（入場は5時まで）
〈会場〉　さいたまスーパーアリーナ
〈内容〉　市町村の特色や仕事の内容、職員の募集内容、勤務条件などについて

市町村の人事担当者等から直接聞くことができます
〈費用〉　無料　　　　　　〈申込み〉　当日会場へ
B彩の国さいたま人づくり広域連合　市町村職員担当
　☎048－664－6681

「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」（越谷市も参加します）


